
羽
J
d
4
5
 

蘭
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印
人
、
初
役
中
村
山
川
合
（
安
政
一
一
一
J
大
正
問
、
一
八
五
六
〉
｛
一
九
一
五
）
の

事
績
に
つ
い
て
は
、
別
に
「
印
人
初
世
中
村
間
合
の
引
開
」
（
本
誌
コ
一
括
ど

第
二
号
、
川
和
六
十
年
）
で
略
述
し
た
こ
と
が
あ
る
。
初
計
一
中
村
山
台
が
、
わ

が
国
近
代
の
築
刻
叫
に
お
い
て
稀
有
な
印
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
述
べ

る
ま
で
も
な
い
が
、
出
台
に
つ
い
て
の
本
一
般
的
研
究
は
、
限
定
さ
れ
た
先
人
の

紹
介
以
外
に
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
ば
か
り
か
十
分
で
は
な
い
。

も
と
よ
り
中
村
的
台
の
作
家
論
、
な
い
し
は
作
品
論
に
主
る
に
し
て
も
、
一
円
以

も
法
礎
的
に
整
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
刻
印
の
全
業
績
を
制
縦
す
る
こ
と

が
第
一
に
心
掛
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
木
稿
で
は
、
ー
数
に
し
て
圧
倒
的
に
多

い
無
紀
年
及
び
、
原
印
の
未
け
ん
に
よ
り
制
作
年
代
の
未
だ
不
明
な
的
台
刻
印
を

…
編
年
す
る
に
当
り
、
阪
序
と
し
て
ま
ず
有
紀
年
の
も
の
を
手
が
け
る
と
と
も

に
、
ほ
か
に
第
一
次
資
料
に
よ
っ
て
紀
年
の
断
定
で
き
る
刻
印
を
加
え
て
、
制

年
作
業
の
芯
礎
的
デ
！
タ
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

当
時
の
印
人
の
刻
印
が
、
依
頼
人
の
抗
日
一
ワ
を
刻
す
る
作
品
に
か
た
よ
る
の
は

（稿）

日u

秀

京1t

仕i

そ
の
性
格
上
己
む
を
仰
な
い
が
、
そ
れ
般
に
、
散
在
し
た
凶
印
の
昨
誌
に
は
当

然
の
こ
と
仕
が
ら
多
く
の
労
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
こ
で
、
託
料
収
柴
の
ま
ず

第
一
段
問
に
は
、
て
仙
一
山
則
合
が
一
制
能
川
仙
川
上
辺
し
た
吋
J
I
N

川
川
卜
印
川
北
川
』
正
・
杭
・
一
二
u
仰
木

を
中
心
と
し
た
、
印
村
山
に
よ
る
印
犯
の
収
集
に
主
点
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な

〕

0

3

二
、
、
こ

l

コ〉
j

、、
f

川
－
＼
〉
一
パ
火

r

、
j
／
ノ

J

コ
V
へ一i
V
小
こ
〉
弘
ゴ
ミ

1

z

f
カ

こ

f
r
o
山
川
ぷ
け
ん
刊
行
斗

O

J
出
品
μ
H
F
d
i
b－
ジ
十

U

ユ
ゴ
カ

j

て
い
て
、
例
え
ば
凶
印
に
紀
年
の
側
款
が
刻
入
さ
れ
て
い
て
も
一
ほ
川
さ
れ
て
い

る
も
の
は

F

」
く
眠
ら
わ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
十
分
な
資
料
と
は
い
え
な

い
（
1
）
。
し
か
し
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
の
印
計
よ
り
付
た
印
出
民
料
を
も
と

に
、
中
村
家
架
伐
の
初
世
・
二
位
山
台
の
手
一
位
託
料
を
手
が
か
り
と
し
な
が

ら
、
有
紀
年
作
品
の
川
り
出
し
昨
業
を
行
な
う
こ
と
が
必
引
と
な
る
。

中
村
山
側
台
刻
印
の
制
作
γ

に
つ
い
て
い
え
ば
、
す
で
に
川
川
市
氏
が
山
台
印
の

刻
印
叫
を
大
川
町
以
下
全
五
則
の
変
造
に
よ
っ
て
判
明
さ
れ
て
い
る
（
2
）。

〔
第
一
則
〕
市
山
紘
一
主
制
点
’
及
び
閉
店
の
清
家
出
先
川
矧

〔
第
二
期
〕
徐
二
一
民
の
刻
臥
に
心
酔
し
た
川
知
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〔
第
三
期
〕
徐
二
一
川
氏
の
刻
瓜
か
ら
脱
化
し
た
同
期

〔
沼
山
川
川
〕
悦
印
や
所
一
派
の
刻
印
川
の
探
究
附
則

〔
第
五
郎
〕
回
収
晩
期

こ
の
全
五
加
の
五
分
に
よ
る
的
合
印
の
分
析
は
、
結
果
的
に
は
本
稿
の
刻
印
年

掛
川
と
の
対
照
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
大
す
じ
に
隔
た
り
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
、

山
川
氏
の
悲
服
と
い
平
け
ん
に
も
と
ず
く
区
分
に
従
い
な
が
ら
、
以
ド
、
本
年
主
編

成
作
業
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
牟
一
、
三
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
紀
年
の
断
定
で
き
る
初
仰
は
、
明
治
九
年
、
二
十
一
政
の
竹
で
あ

る
。
こ
の

1
・
2
（
後
均
年
治
の
刻
印
川
番
号
、
以
下
向
じ
）
印
は
、
明
治
則
の
旧

派
の
作
風
を
独
川
f
で
迫
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。
明
治
十
一
一
一
年
以
後
現

れ
る

3
・
4
・
7
印
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
刻
以
は
、
一
品
川
以
小
川
バ
の
川
胤
を
襲
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
日
・
日
・
口
印
は
、
抗
出
品
家
の
中
で
も
、
明
ら

か
に
当
時
の
同
好
で
あ
コ
た
許
山
中
〈
夫
（
3
）
の
作
風
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
十
八
年
（
二
ト
八
歳
の
年
）
に
作
ら
れ
、
初
刊
川
の
副
作
印
活
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
『
州
刷
版
印
消
』
（
大
山
一
、
小
川
一
）
中
に
、
『
行
同
印
出
』
に
の

る
許
印
の
ぷ
刻
印
が
多
数
合
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
ね
て
和
中
繁
山
氏
よ
り

御
指
摘
を
受
け
た
。
当
時
伝
わ
る
版
本
の
状
況
を
考
服
し
た
上
で
、
「
紅
認

許
容
銭
出
他
」
（
小
林
斗
命
制
吋
中
間
築
刻
浩
刊
』
第
七
月
レ

wm
和
五
十
七

年
、
一
一
文
社
）
秘
録
の
印
ww
と
の
比
較
を
試
み
る
と
、
離
か
に
徴
制
な
部
分
に

若
干
の
相
違
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
京
刻
に
よ
る
若
年
の
研
究
態
一
切
が
知
え

る
。
吋
作
附
印
げ
い
に
つ
い
て
は
、
前
台
の
子
出
で
あ
っ
た
紺
抄
っ
凶
夜
」

（
4
）
に
も
、

、1
4
1
？
0

4

ヒ

l
－
H
，＼
i
l上
下

j

ハ合
L
E
o
H
1
3

・
？
今
＼
仁
、
？
く

o

全
自
作
一
計

nb：
l川
／

J
G
．
丸
山
令

1
I
，M

立
d

ぷ「

J
1ノ斗ノ
1
5
A司

と
の
記
録
が
あ
り
、
ま
た
川
口
二
川
出
版
の
、
部
ム
口
が
、
そ
の
弟
子
松
山
平
一
一
一
一
口

に
託
し
た
と
さ
れ
る
山
市
印
詐
日
鉛
（
5
）
に
も
次
の
よ
う
な
術
記
が
あ
る
。

（
前
略
）

。
成
時
位
。
谷
川
附
印
一
目
。
集
十
は
印
却
。
げ
経
常
o

内
市
山
家
印

カ

話
。
小
石
山
一
一
肘
、
此
ぃ
ハ
一
仰
は
玲
山
政
ノ
昼
、
昨
年
約
父
ノ
為
に
売
掛
ヒ
、
日
ハ

今
は
本
考
ニ
ナ
ル
ベ
キ
印
日
一
日
川
モ
ナ
シ
。
政
一
一
此
ハ
録
中
ノ
印
話
、
球

ハ
十
不
ク
ニ
モ
知
一
ブ
ザ
ル
印
…
市
川
一
ア
名
刻
一
七
一
叶
有
J

ノ～ハ、

o
版
本
一
一
テ
モ
ム
笠
ク

乞
カ
旧
制
力

御
見
合
リ
ノ
節
ハ
口
口
御
約
九
一
ぷ
ヲ
本
話
供
。
街
、
一
日
間
キ
モ
ノ
ハ
御
辺
金
／

出
九
日
モ
有
之
校
ニ
付
、
一
位
御
ω州
知
ヲ
十
本
一
布
候
（
後
開
）

以
上
－
一
点
の
資
料
か
ら
も
、
出
合
が
『
谷
同
印
引
と
を
知
見
し
、

て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
他
に
、

（

6
）。

（
・
印
引
川
者
）

ま
た
一
出
向
し

と
側
款
を
記
し

た
作
品
も
け
ん
う
け
ら
れ
る
ー
一
本
前
日
の
多
字
印
は
た
川
引
丈
夫
の
印
に
同
印

文
で
、
方
形
の
も
の
が
仔
主
す
る
。
川
間
魁
を
と
り
入
れ
な
、
か
ら
独
s
け
の
配
千
を

工
夫
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ゐ
。

明
治
十
一
一
一
年
、
場
守
敬
の
米
け
に
前
後
す
る
明
治
十
年
代
に
入
る
と
、
日
本

の
文
川
市
民
に
は
新
し
い
助
r
川
、
か
現
れ
は
じ
め
る
。
以
下
年
次
版
に
列
記
す
れ
ば

日11

m切j ち
治治
十一1・
IZ!l ニ
ゴド ~F-

築
刻
家
円
山
大
午
リ
一
が
波
消
し
徐
三
山
氏
の
刊
に
入
る
。

京
本
川
山
寺
の
問
、
北
方
心
泉
が
技
法
し
北
昨
派
の
当
を
寓
目

す
る
。

明
治
十
五
年
、
小
林
梧
竹
が
滞
ト
ハ
什
の
門
に
入
る
。

明
治
十
八
年
、
山
間
以
…
同
が
波
山
す
る
。

：l
’
ヘ

l

－
？
し
：
、
し
k

、1
3
4
じ
〈

M
4
H
J

一、、ー、了：
1

、いには一戸

E

、1
J
1
1
J

－
－
、
）
O

W／
ど
れ

l
l
J
ノ
行
仁
旬
川
向
山
山
カ

vu
一
一
以
．
由
利
川
イ
フ
グ
干
？
に
メ
と

と
な
る
。
こ
れ
ら
の
引
前
は
、
河
川
の
文
化
人
述
が
、
山
中
っ
て
中
削
近
代
北
山
川

派
の
守
山
〈
に
山
口
し
は
じ
め
た
こ
と
公
示
し
て
い
る
が
、
明
治
十
年
代
後
半
よ

り
あ
い
つ
い
で
州
国
し
た
前
述
の
品
川
本
述
の
一
，
一
一
口
動
が
、
以
後
次
第
に
影
響
力
を

何
て
く
る
の
で
あ
る
。

出
合
の
徐
三
決
へ
の
削
仰
が
い
つ
凶
か
ら
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

部
JI I 
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氏
が
却
二
期
の
刻
山
内
を
考
え
る
上
か
ら
、
明
治
二
十
一
一
一
、
凶
年
、
つ
ま
り
的
台

三
十
七
、
八
政
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
7
）
。
氏
が
二
卜
二
一
年
と
さ
れ
る
恨

拠
に
は
、
本
一
例
山
中
山
か
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
年
が
前
述
し
た
私
山

一
昨
加
の
帰
国
の
年
に
あ
た
り
、
秋
山
を
通
じ
て
、
凶
別
荘
州
と
山
山
台
が
、
徐
風

研
究
を
通
じ
て
交
遊
を
深
め
た
川
川
別
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
8
）
。
般
か
に
両

者
が
秋
山
の
持
ち
帰
っ
た
徐
二
一
民
作
「
山
川
去
ー
一
の
築
山
一
日
作
品
を
双
鈎
し
て
子

控
と
し
、
徐
胤
制
究
の
資
料
と
し
た
の
は
こ
の
年
を
遡
る
こ
と
は
な
い
。
し
か

し
、
当
川
の
削
台
が
、
文
県
民
の
動
向
に
杭
胤
的
に
一
正
日
し
、
同
仰
の
資
料
収

集
昨
が
こ
の
当
時
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
仕
ら
、
徐
三
凶
作
品
知
見

の
時
期
は
、
も
コ
と
遡
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
抗
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
除
肌
印
を
合
ん
だ
資
料
と
し
て
「
来
五
中
嬬
」
川
瓦
（
貯
瓦
凶

3
）
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
間
以
は
、
ま
ず
紙
一
山
の
上
段
に
右
か
ら
桃
山
き
の

行
川
引
い
で
「
問
先
芳
争
嬬
」
間
文
字
が
お
れ
い
ハ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
卜
に
三
行
間

段
で
計
十
穎
の
印
が
配
さ
れ
て
い
る
（
お
）
。
一
一
一
行
引
は
－
一
知
押
捺
の
下
に
「
出

費
家
於
附
問
中
市
令
。
了
友
一
一
一
川
上
旬
。
一
の
款
記
が
あ
る
。
明
治
二
十
年
一
一

月
、
山
削
台
一
一
一
十
二
歳
の
作
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
山
川
氏
指
仰
の
別
治
二
十

一
一
一
、
四
年
を
遡
る
資
料
で
あ
る
。

こ
の
他
、
加
に
中
村
氏
保
政
の
「

μ跡
主
紋
」
と
起
し
、
明
治
一
一
一
十
三
年
に

作
ら
れ
た
ウ
ポ
川
市
’
け
川
印
詳
』
に
は
、
印
停
の
叫
に
品
川
い
で
、
－
一
沿
い
州
側
ム
口
よ
り

知
得
し
た
と
さ
れ
る
（
9
）
補
記
が
部
分
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
そ
の
中
の
一
瓦
に
縦
一
列
に
説
ベ
て
配
さ
れ
る
徐
瓜
印
、
（
山
文
印
）

「
政
明
之
印
」
・
（
白
文
印
）
「
出
十
日
出
一
昨
」
の
八
分
的
印
二

fmの
左
側
に
「
的

戊
十
月
仇
完
白
山
人
法
天
芳
」
の
柿
叫
が
あ
る
。
こ
の
資
料
の
信
迫
性
に
は
今

一
つ
疑
問
は
残
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
も
加
え
る
と
関
白
の
徐
風
印
へ
の
注

υの

時
期
は
、
明
治
十
九
、
二
十
ヰ
引
に
ま
で
遡
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
的
に
収
録
し
た
資
料
の
、
樹
台
、
い
か
川
い
た
拡
記
の
夫
記
に
つ
い
て
、
そ
の

伎
川
年
と
、
枝
川
件
数
を
附
加
に
川
川
一
ぶ
し
て
み
た
い
。

ー
「
前
夜
」
（
「
出
～
佳
作
」
‘
「
出
来
附
人
1

一
・
「
凶
夜
生
ー
一
・
「
的
確
築
ー
一

「
的
礎
的
出
し
附
ぃ
一
寸
を
合
む
）

明
治
十
三
年
、
－
一
ト
一
九
政

f
明
治
問
十
五
年
、
五
十
七
段
。
八
日
件
〉

ソ
｝
「
村
稲
山
一
（
「
村
稲
山
築
L

・
っ
刷
去
村
一
似
し
け
」
・
「
村
稲
築
」
写
を
人
fu

む
）

明
治
十
八
年
、
二
一
十
段
J
明
治
三
十
一
年
、
山
十
一
一
一
氏
。
〈

9
パ
〉

3

「
一
大
芳
尚
一
士
」
（
「
工
八
万
尚
一
士
家
」
・

7
1人
芳
逸
土
什
一
州
↓
－
U

」
附
与
を
合
む
）

明
治
ム
宇
卜
年
、
一
一
一
十
－
一
け
は
J
明
治

a

－
十
一
年
、
三
ト
二
一
政
〈
3
件
V

4

っ山川一品川一

明

治

二

一

十

年

、

間

十

－

一

政

。

〈

1
門
〉

5

「
楠
印
刷
一
（
「
於
川
刷
版
L

を
合
む
）

明
治
十
山
年
、

4

一
十
六
段
J
明
治
十
八
年
、
一
一
一
十
段
〈
4
件
V

6

「
芥
川
十
一
（
「
呑
円
十
作
一
・
「
右
中
一
凶
作
ー
一
・
「
佐
川
什
f

仇
古
一
等
を
九
日
む
）

明
治
－
一
十
一
年
、
一
一
一
十
三
政
J
明
治
問
十
四
年
、
五
十
六
成
。
〈
日
件
〉

7
コ
行
中
川
士
一
（
ア
行
パ
十
店
士
作
f

一
・
「
丹
市
町
士
山
れ
f

一
・
「
許

4
M土
仇

民
」
・
「
石
市
店
主
人
」
引
j

を
ム
ハ
む
）

明
治
二
十
一
一
一
年
、
三
十
五
歳
j
明
治
問
十
－
一
年
、
五
十
山
u
成
。
〈
却
件
V

8

「
於
石
市
出
」
（
「
子
ぺ
合
前
十
店
」
を
合
む
）

明
治
二
十
二
年
、
一
一
一
十
山
政
j
別
治
問
十
三
年
、

9

「
夫
人
丹
市
々
院
」

明
治
十
五
年
、

五
十
五
け
叫
。
〈
8
件
〉

一
一
十
仁
成
J
明
治
十
七
年
、

〈
内
／
｝
刊
〉

一4

！
？
吟
に
O

二

i
ブ
H
b
一
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（
「
妹
再
生
」
・
「
依
存
生
作
」

出
」
「
掛
布
築
一
等
を
合
む
）

明
治
一
一
一
寸
六
年
、
間
十
八
店

1
明
治
凹
十
四
年
、

日
「
的
曳
」

けリ一、
1
日
4

ー一

liq」
戸
「
、

d
L
L｜
」
＼

K
凡

o

n
j
Lれ

V
い」

i
p卜

f
l・
－
｝
j
J
I
l
l

〕
ノ
山
民

※
6
1
9
で
は
、
「
パ
ト
一
宇
は
「
州
」
字
と
併
川
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
る
と
、

1

「
的
安
」
に
つ
い
て
は
、
各
年
代
に
わ
た
っ
て
投
出
さ

れ
た
形
跡
が
筏
え
る
が
、
そ
の
他
の
別
サ
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
そ
の
使
用
年

代
に
時
期
的
な
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

特
に
例
え
ば
、
日
「
献
呑
」
号
佐
川
の
経
粋
に
つ
い
て
は
、
別
に
二
、
一
ニ
の

資
料
の
上
か
ら
中
風
院
に
よ
る
病
似
の
川
則
と
少
な
か
ら
ぬ
聞
係
が
税
わ
れ
る

の
で
、
子
の
自
由
を
欠
く
こ
の
病
が
作
風
の
上
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
点

も
考
慮
し
て
、
以
下
、
二
ハ
肢
の
い
川
川
同
時
期
と
共
に
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
『
一
日
非
時
間
』
（
刊
）
に
の
る
次
の
一
節
に
注
意
し
た
い
。

（
前
略
）
別
に
蘇
呑
と
も
山
仇
し
て
い
た
が
、
品
明
日
て
一
怖
が
過
ぎ
病
を
発
し
、

為
に
九
死
一
生
の
け
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
平
に
能
っ
た
の
で
前
米

其
記
念
に
此
『
蘇
者
』
の
別
抗
を
も
川
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
後
時
）

こ
の
蘇
呑
号
使
川
の
経
粋
を
－
d
Mす
る
一
節
は
、
「
刊
紙
’
寄
」
の
怠
球
上
の
解
釈

を
考
え
る
上
で
、
「
政
」
は
、
麻
生
、
よ
み
が
え
る
、
コ
一
」
は
、
千
台
車
肘
主

（
関
台
）
の
意
と
解
釈
で
き
、
こ
こ
に
一
応
の
じ
恐
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
逆

に
第
一
次
の
発
病
は
「
刊
紙
杏
」
サ
の
川
い
ら
れ
る
初
例
の
附

d

加
と
い
う
こ
と
に

hlh

、ノ

O

キ
ハ
リ
マ
f

－
木
陥
で
、
蘇
杏
款
の
脱
れ
る
し
初
例
は
、
本
前
日
印
を
は
似
し
た
「
交
卯
五
月
中

前
」
の
款
記
が
あ
る
小
林
小
六
布
川
内
的
資
料
部
（
日
）
で
、
そ
の
包
紙
に
「
蘇

刊
「
十
紙
’
芥
」

「
依
吾
作
一

「－
M
一行仇

五

／＼ 

歳。
＼
＼
凸
凸
ト
ド
r／
J

／
J

つμ
丘
［
＼
、

八

2
件
〉

J

省
生
作
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
一
ニ
十
六
年
五
バ
、
仙
台
山
十
八
設
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
年
、
明
治
一
ニ
十
六
年
十
：
バ
十
七
日
付
消
印
の
あ
る
、
川
市
川

町
交
斗
1
「

2
J
こ
ま
、

ム

1
1
ン付
o
h
Jザ
R
1
1
Bム
／

寸

I
よ

＼

、

u・1
t
h
y

伴
山
刊
誌
御
地
勝
十
本
W
H
供
。
仙
川
…
‘
ハ
水
々
の
病
気
も
御
地
へ
能
組
の
川
凶
作
一
ヲ
以

一
ア
、
断
人
ベ
快
復
千
万
難
有
十
一
本
深
謝
扶
（
後
略
）
（
・
印
引
川
者
）

と
あ
る
。
筆
跡
の
上
か
ら
両
者
を
検
討
す
る
と
、
世
一
日
出
資
料
お
の
筆
跡
に
は
病

痕
は
感
じ
と
れ
な
い
が
、
主
的
資
料
日
は
、
不
白
山
な
送
第
十
と
見
う
け
ら
れ

る
。
こ
の
当
簡
に
記
さ
れ
た
「
病
気
」
を
第
一
次
の
発
病
と
解
釈
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
二
通
の
者
間
か
ら
、
明
治
三
十
六
年
五
月
以
前
に
発
病
し
、
内
年
五

月
に
は
一
応
の
治
癒
を
白
覚
し
た
も
の
の
、
尚
山
開
設
を
人
治
拡
無
く
さ
れ
て
い
た

と
想
像
で
き
る
。

そ
こ
で
、
全
治
を
明
治
三
十
六
年
五
月
頃
と
推
定
し
、
次
に
さ
ら
に
発
病
問

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

明
治
三
十
五
、
六
年
頃
の
作
品
資
料
と
し
て
、

①
臨
「
大
孟
出
」
一
恥
（
壬
災
十
一
月
初
一
古
日
款
）
（
向
1
）

②
「
金
能
主
」
知
（
突
卯
秋
山
救
）
（
国
2
）

の
二
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
①
の
、
九
七
紙
…
附
に
大
孟
山
の
全
臨
を
細
字
で
行
な

っ
た
明
治
三
卜
五
年
の
作
に
は
、
一
雨
痕
は
う
か
が
え
な
い
。
積
極
的
な
走
筆
に

よ
る
詑
厳
な
昨
で
あ
る
。
だ
が
、
③
の
、
全
能
川
県
知
の
筆
跡
は
、
紘
一
十
正
を
利
用

し
、
穂
先
の
動
き
に
予
を
ま
か
せ
た
定
筆
と
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
チ
の

不
白
山
川
を
体
験
し
た
の
ち
の
川
筆
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
第
一
次

の
発
的
は
、
明
治
一
一
一
十
五
年
十
月
以
昨
、
明
治
三
十
六
年
五
月
以
前
の
山
と
推

（
た
で
ふ
ざ
る
。

第
二
次
の
充
州
は
、
大
筋
を
い
以
晩
年
の
作
風
に
一
州
浜
が
現
れ
始
め
る
引
と
し

て
、
こ
れ
を
刻
印
川
の
上
か
ら
考
京
せ
ざ
る
を
仰
げ
な
い
か
、
は
じ
め
に
、
一
樹
査
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治
刊
の
神
品
川
む
知
山
前
川
州
市
」
（
「
一
知
山
山
一
治
山
』

日
）
に
絞
る
一
文
を
次
に
あ
げ
る
。

士
山
川
町
）
確
か
明
治
問

i
五
年
川
ら
大
正
一
光
年
の
け
ば
に
、
小
沢
京
へ
山
て
い
川
か
の

拍
子
に
尚
南
を
出

ιし
、
戊
H
V
代
地
の
山
川
を
訪
ね
る
と
、
当
川
川
は
中
川
川
広
で
休

は
は
る
収
も
似
…
く
一
段
え
て
い
た
が
一
正
気
丈
け
は
依
然
的
の
如
く
で
、
川
仰
に
忠
の

み
山
を
非
M
M山
に
山
札
口
ん
で
、
数
刻
ぷ
品
川
、
さ
ざ
る
有
様
で
あ
っ
た
。
（
後
略
）

（
・
印
引
川
出
）

ま
た
、
小
林
小
六
宛
ド
一
ソ

m
m
（
日
）
の
筆
跡
に
は
、
切
ら
か
に
州
痕
が
脱
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
発
一
一
い
も
法
バ
ト
で
あ
り
新
潟
新
山
の
記
述
と
合
致
す
る
。
と
す
れ

ば
、
判
的
医
科
却
の
消
印
、
か
切
治
山
間
十
一
九
年
二
一
パ
十
五
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

少
な
く
と
も
こ
の
川
知
に
は
百
発
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
こ
れ
を
刻
印
の
上
で
み
る
。
及
川
叫
の
明
確
な
も
の
の
う
予
知
肢
の
術
レ

作
品
の
末
仰
と
、
病
痕
の
あ
る
作
品
の
初
例
を
求
め
る
な
ら
、
ー
本
』
九
州
別
治
凶
十

三
年
の
大
印
山
J
川
か
前
半
引
に
、
明
治
則
十
四
年
十
二
月
款
の
盟
辺
～
杯
出
川
印

m
l
mが
後
五
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
別
治
問
十
一
一
一
年
以
後
、
明
治

四
十
四
年
十
二
月
以
前
に
発
病
し
た
形
跡
が
浮
か
，
h

が
、
こ
れ
は
、
前
述
、
新

潟
新
山
記
事
や
小
六
宛
Y
V的
資
料
か
ら
の
批
定
を
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
つ
ま
り
却
．
一
次
の
光
州
は
、
明
治
山
十
凶
年
以
と
抗
定
で
き

ブ

Q
o

ゴ〈

JJ_ 

こ
れ
を
阿
川
氏
の
士
五
別
の
刻
風
変
涯
の
中
に
対
応
さ
せ
れ
ば
、
氏
の
第
凶

加
は
、
一

J

位
打
の
－
h
M時
期
を
脱
し
た
後
の
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
氏
の
第
五

加
は

A

一
ば
け
の
発
病
後
の
時
期
と
い
〉
こ
と
に
な
る
。
第
五
如
、
つ
ま
り
出
合

投
晩
年
は
、
卒
年
ま
で
の
四
年
川
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
川
同
州
の
中
で
訂
作
が

－1
J

F
ム
フ

i

こ。

ι
1
f
l
T
1
7
 

以
上
に
よ
っ
て
、

「一
M
存

t

一
号
佐
川
の
初
例
、
い
か
川
治
一
一
一
i
a
ハ年、

山
十
八
ぷ
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同
別
で
あ
り
、
明
治
三
十
五
年
以
前
に
は
遡
ら
ず
、
ば
一
分
で
い
う
な
ら
、
出
川
氏

の
第
四
期
以
後
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
切
ら
か
と
な
ろ

h

ハ
》
ノ
。

今
後
、
的
介
印
の
刻
風
を
考
え
て
い
く
上
で
、
椛
’
香
前
（
一

J
一
一
一
期
）
、
依

苔
以
後
（
山
・
双
山
川
）
の
観
点
は
大
き
な
江
味
を
持
っ
て
く
る
と
忠
わ
れ
る
。

前
台
の
作
品
に
独
’
け
の
風
格
が
的
わ
る
の
は
蘇
呑
以
後
の
作
品
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
刻
印
年
訟
の
作
成
を
通
じ
て
寓
目
し
た
知
一
見
の
一
例
を
慨
述
し

た
に
過
ぎ
な
い
が
、
ほ
か
は
後
日
に
誠
る
こ
と
と
し
、
上
述
の
考
察
を
踏
ま
え

て
、
結
論
的
に
刻
風
変
む
の
時
期
的
な
区
分
を
抗
定
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に

な
ろ
う
。

〔
第
一
期
〕
明
治
九
年
J
明
治
十
九
年
、
二
十
一
政
j
一
一
一
十
一
政
出

〔
第
二
期
〕
一
明
治
二
十
年
J
明
治
二
十
五
年
、
三
十
二
歳

1
一
ニ
十
七
段
以

〔
第
三
期
〕
明
治
二
十
六
年
J
明
治
三
十
五
年
、
三
十
八
段
？
四
十
七
段
一
切

〔
第
四
期
〕
明
治
一
二
十
六
年
？
明
治
日
十
一
二
年
、
間
十
八
歳
J
五
十
五
歳
以

〔
第
五
則
〕
明
治
四
十
川
口
年
J
大
正
問
年
、
五
十
六
歳
J
六
十
故
以

（
1
）
胸
合
印
の
場
合
、
木
印
が
多
く
、
釦
の
細
工
に
文
人
組
山
的
な
工
芸

家
と
し
て
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
陰
刻
し
た
側
款
の
文
字
部

分
に
、
初
粉
・
級
車
円
・
ア
マ
ル
ガ
ム
予
を
一
杯
に
う
め
こ
ん
だ
彩
色
の
手

法
が
と
ら
れ
る
の
で
、
地
と
文
字
と
の
凸
凹
が
な
く
な
り
、
民
妬
の
難
し

い
も
の
が
多
い
。
限
定
部
数
と
は
い
え
数
百
部
の
尖
押
印
詳
の
制
作
時
に

は
、
作
品
依
存
上
か
ら
も
係
拓
が
た
め
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

（2
）
以
下
に
次
の
よ
う
な
論
述
が
あ
る
（
〔
〕
は
引
用
者
注
）
。

）

J
i
l
－
－
］
ト

i

l－

－

f
）
リ
ヨ

j
守

q
mハ
等
一
初
山
呼
ト
尚
r
t
d
一入手
H
」

九
年
。
東
洋
占
近
一
協
会
。

。
（
前
略
）
築
刻
は
初
め
一
品
川
’
り
い
よ
一
に
学
ん
だ
が
、
の
ち
別
出
の
色

色
の
風
を
探
究
し
〔
第
二
期
〕
、
妹
に
日
治
廿
一
ニ
山
一
年
二
一
十
七
八

歳
以
か
ら
徐
三
民
の
刻
風
に
心
酔
し
て
弘
の
外
車
院
な
も
の
を
や

り
〔
第
二
期
〕
、
や
が
て
民
印
の
制
似
の
味
に
近
づ
い
て
〔
却
山

知
〕
、
遂
に
山
在
の
境
地
に
入
っ
た
〔
第
五
山
〕
。
（
後
略
）

（
五
八
丘
）

0

（
前
略
）
こ
の
印
は
〔
本
稿
お
印
〕
徐
法
初
期
〔
第
二
期
〕
の
作

で

あ

る

。

（

後

略

）

（

五

八

丘

）

一
②
西
川
平
「
的
ム
口
先
生
刻
印
2
」
（
ぺ
引
い
出
一
一
九
三
日
ソ
）
川
和
二
十
九
年
。

。
（
前
略
）
こ
れ
も
〔
本
一
倒
的
ω
印
〕
徐
以
か
ら
脱
化
し
た
〔
第
一
二

川
〕
ま
し
い
刻
で
あ
る
。
（
後
川
町
）
（
七
二
氏
）

③
西
川
山
山
γ

「
附
台
先
生
刻
印
3
」
（
「
古
ハ
川
』
五
九
円
勺
）
昭
和
二
一

7
年。

。
（
前
略
）
落
款
印
〔
本
抗
日
出
・
必
印
〕
は
な
ほ
徐
一
一
一
山
山
乞
忠
ひ
お

こ
し
な
が
ら
、
す
で
に
徐
法
の
来
舵
な
刻
肢
で
は
持
ち
き
れ
ぬ
、

胸
中
の
誌
な
出
懐
を
い
か
に
し
ぼ
り
出
そ
う
か
と
工
夫
し
て
い
る

も
の
が
あ
る
や
う
だ
〔
第
二
一
期
〕

0

（じ

O
以）

④
凶
川
山
学
「
山
川
ム
口
先
生
一
刻
印
4
」
（
一
五
日
仏
』
七
一
一
一
川
一
ソ
）
川
和
一
二
十
一
年
。

o

（
前
略
）
〔
本
航
必
・
必
・
訂
印
に
つ
い
て
〕
文
子
は
い
ん
る
泊
り

徐
一
一
一
氏
の
脱
化
で
〔
第
三
郎
〕
日
本
的
山
一
郎
に
到
リ
止
し
た
も
の
で

あ

る

。

（

後

附

）

（

ぃ

ハ

二

一

－

A
）

＠
凶
川
仰
山
γ

「
州
削
ム
口
先
生
の
新
抄
『
…
闘
を
と
（
「
書
け
川
』
一
六
八
日
ジ
）
附
和

日コー
γ
ー
ド
。

日

ド

一

一

ノ
1

0

（前川町）

（一「ザ吉川
L

一
五
一
ハ
ツ
）

Ill{ 

和

〔
本
抗
日
・
話
－

U
印
に
つ
い
て
〕
刻
胤
は
お
一
一
一
郎
、
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ま
だ
徐
三
山
氏
の
感
覚
が
の
こ
っ
て
い
る
が
、
既
に
り
っ
ぱ
に
一
家

を

樹

立

し

て

い

る

。

〈

五

八

頁

）

0

（
前
略
）
〔
本
続
出
・

ω
・
臼
印
に
つ
い
て
〕
刻
風
は
私
の
い
わ

ゆ
る
第
四
期
、
も
う
速
く
徐
風
を
は
な
れ
て
撲
の
繍
銅
印
や
長
脚

を
入
れ
な
が
ら
、
佼
発
に
し
て
部
輩
、
全
く
蹴
台
以
外
の
何
者
で

も

な

い

。

（

後

略

）

（

五

八

瓦

）

。
（
前
略
）
以
上
C
か
ら
の
九
級
は
〔
本
稿
臼
j
邸
－

m
・
回
・

ω

－

m
出
・
凶
・
川
印
〕
私
の
考
え
る
関
台
の
第
四
期
、
す
な
わ
ち
最

晩
年
期
〔
第
五
郎
〕
の
一
つ
前
の
最
も
踏
ん
な
時
に
あ
た
る
。

（

後

略

）

（

五

九

瓦

）

（3
）
横
川
山
一
人
『
中
間
印
詳
解
題
』
昭
和
五
十
一
年
二
玄
社
。
二
六
四
頁

（4
）

注

（
2
）
⑤
、
五

O
瓦。

（
5
）
（
書
写
期
日
不
明
）
「
印
税
目
録
」
と
出
し
、
印
皐
排
舵
・
初
竜
集

古
印
存
・
際
銅
印
叢
（
以
下
省
略
）
と
皐
引
一
一
閃
す
る
。
中
井
兼
之
『
印
譜
考

略
』
の
謄
山
川
ソ
ヵ
。

末
尾
に
、
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
（
期
日
不
明
）
古
印
詩
書
仰
の
民
覧
会

の
新
聞
記
事
が
添
付
さ
れ
る
。

（6
）

注

（
2
）
④
、
七
二
五
。

（7
）

住

（
2
）
①
、
五
八
瓦
。

（8
）
伏
見
神
敬
「
初
世
中
村
閥
盛
・
一
四
川
春
洞
附
先
生
の
特
集
に
ょ
せ

て
」
（
『
書
日
川
』
一
六
一
一
号
）
一
一
士
氏
。

（9
）
中
村
淳
氏
側
関
に
よ
る
。

（
刊
）
新
潟
で
発
刊
さ
れ
た
印
訪
問
係
業
界
紙
。
大
正
九
年
刊
ヵ
。

（
日
）
拙
稿
「
印
人
初
世
中
村
尚
壁
の
書
簡
」
（
筑
波
大
学
芸
術
学
研
究

誌
豆
戸
時
取
』
第
一
一
号
）
昭
和
六
十
年
。
一

O
五
五
。

13 12 

注
（
日
）

注
（
日
）

一
O
一瓦。

一O
六
京
。

初
世
中
村
一
関
蓋
刻
印
年
詰
（
稿
）
例
一
一
一
一
日

一
、
年
訟
の
表
記
に
当
つ
て
は
、
大
略
次
の
方
針
に
従
っ
た
。

。
年
誹
中
の
印
影
に
は
、
一
制
年
舶
に
通
し
番
号
を
付
し
て
項
目
を
立
て
、
図

版
と
の
対
応
を
配
地
し
て
番
号
を
別
示
し
た
。

。
年
譜
中
の
印
影
に
は
、
朱
・
向
文
印
の
区
別
を
記
す
と
と
も
に
「
」
中

に
釈
文
を
付
し
た
。

。
側
款
の
確
認
で
き
た
も
の
の
う
ち
主
と
し
て
紀
年
を
示
す
款
記
を
、
年
訪

中
に
つ
一
で
括
り
そ
の
釈
文
を
付
し
た
。
こ
の
場
合
、
側
款
を
広
義
に

解
し
、
釦
全
体
に
及
ぶ
も
の
も
合
む
。

0

側
款
は
、
原
文
の
改
行
位
授
を
「
／
」
に
よ
り
示
し
た
。

。
一
小
切
な
字
は
口
を
以
っ
て
表
わ
し
、
注
で
疑
問
の
残
る
も
の
を
（
己
カ
）

に
よ
っ
て
示
し
た
。

。
組
印
と
し
て
紀
年
の
断
定
で
き
る
も
の
は
、
そ
の
旨
を
補
記
し
た
。

一
、
刻
印
資
料
に
参
考
と
な
る
酌
台
の
功
総
等
は
、
必
一
安
に
応
じ
て
項
目
（
0

印
）
を
立
て
て
記
述
し
た
。

一
、
収
録
し
た
印
影
の
出
血
ハ
を
略
号
に
よ
っ
て
明
示
し
た
。
複
数
の
資
料
に
重

複
し
て
収
録
さ
れ
る
も
の
は
、
涼
則
と
し
て
、
典
拠
と
な
っ
た
資
料
を
あ

げ
る
。
略
号
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
』
呑
初
』

l
「
呑
草
印
譜
』
初
集

『呑一二」一
3
9
6
0
0
1
6
1
1
3

荷
前
十
印
譜
』
一
ニ
柴

『
蛸
脳
」

i
『
嫡
盤
印
譜
』

「
呑
統
』

i
『
呑
草
印
譜
』
続
集

『
呑
補
』

i
『
呑
対
内
一
印
刊
誌
』
補
遺

『
春
耕
』

I

『
春
削
印
影
』
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「
広
業
』

i
「
広
業
印
訴
』

以
下
は
、
中
村
氏
架
政
本
（
中
村
淳
氏
に
よ
る
資
料
整
型
略
称
）

「
縦
築
」

i
「

蹴

呑

築

蕊

」

「

附

I
L
i
「
冊
子

I
」

「間

E
」
l
「
冊
子
E
一

「

回

帖

」

i
「
国
帖
」

「
初
控
」

i
「
初
吐
関
牽
手
控
」
「
二
控
」

i
「
二
世
部
議
手
控
」

一
、
西
川
寧
・
中
村
淳
両
氏
の
架
蔵
印
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
践
を
別
示
し
た
。

ま
た
、
他
の
川
米
政
印
に
一
郎
、
来
氏
政
の
扱
い
で
処
型
し
た
も
の
が
あ
る
。

一
、
山
内
拠
を
示
す
文
献
資
料
と
し
て
頻
出
す
る
も
の
を
略
号
に
よ
っ
て
示
し

た
。
略
山
一
勺
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
（
『
』
の
一
ト
の
数
字
は
瓦
数
を
示
す
。
）

『市一川日』

i
『
需
品
』
五
一
号
注
（
2
）
①

「引一一日目」

i
立
十
一
川
口
川
」
五
一
二
ハ
勺
注
（
2
）
②

コ……口附』

i
「
古
川
口
川
」
一
六
八
日
γ
J

注
（
2
）
①

一
、
図
版
中
の
印
影
は
、
原
寸
に
よ
る
掲
松
を
原
則
と
し
た
が
、

m
l
m印
に

閉
山
り
約
小
し
、
引
十
〈
寸
を
示
し
た
。
ま
た
、
印
彩
写
真
は
西
島
成
一
氏
の
便

宜
に
よ
り
入
手
し
た
。

一
、
本
一
仙
の
什
け
寸
前
は
、
も
と
『
初
世
中
村
関
聖
印
出
（
坂
称
）
』
の
公
刊
の
た

め
に
中
村
淳
、
永
野
春
彦
、
望
月
時
て
石
腎
突
の
各
氏
と
筆
者
と
に
よ

り
作
成
さ
れ
た
が
、
同
「
印
円
以
川
」
は
な
お
編
集
中
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

中
村
淳
氏
の
好
意
に
よ
り
特
に
筆
者
の
筑
波
大
学
大
学
校
修
士
論
文
（
昭

和
五
十
五
年
度
）
「
初
計
一
中
判
的
選
」
の
一
部
に
収
載
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
木
一
制
は
、
そ
の
修
士
論
文
所
似
の
一
．
年
出
」
を
基
本
と
し
、
そ
の

後
の
新
知
見
を
も
加
え
て
再
編
集
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
、
草
稿
作
成
時

の
和
中
繁
明
氏
に
よ
る
附
逃
資
料
も
参
考
に
さ
せ
て
説
い
た
。
も
と
よ
り

本
制
に
か
か
わ
る
一
切
の
文
氏
は
草
者
に
あ
る
が
、
こ
れ
が
今
後
の
村
山
肌

な
「
印
刻
己
刊
行
に
向
け
て
の
一
助
と
な
れ
ば
ヰ
で
あ
る
。

初
世
中
村
蘭
牽
刻
印
年
譜
（
稿
）

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
丙
辰
一
歳

。
一
月
十
二
日
、
会
津
に
生
れ
る
。
父
は
会
津
若
松
藩
の
藩
士
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
（
比
三

寓
延
一
年
（
一
八
六

O
）

民

中

五

歳

。
こ
の
年
、
戦
火
に
父
を
失
い
兄
二
人
と
共
に
母
に
連
れ
ら
れ
上
京
す
る
カ

（日）。

元
治
一
年
（
一
八
六
回
）
中
子
九
歳

。
九
月
六
日
、
叩
州
、
円
十
川
家
に
て
斐
や
す
生
れ
る

（国）。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
内
子
二
十
一
政

－
（
白
文
印
）
「
市
立
竹
情
」
（
げ
）

2

（
白
文
印
）
「
九
一
容
右
円
」
（
汀
）

ド｜こI 中

村村
氏氏
j法政

。
こ
の
年
、
横
浜
に
て
前
航
の
給
仕
を
す
る
傍
、
印
刊
誌
の
存
在
を
知
り
、
こ

れ
を
契
機
と
し
て
築
刻
の
研
究
を
は
じ
め
る
カ
（
国
）
。

明
治
十
一
二
年
l

（
一
八
八

O
）
民
反

3

（
白
文
印
）
「
調
琴
煮
若
」

nヵ

（
側
款
）
「
一
向
指
／
春
色
発
／
然
欣
々
口
／
此
作
成
反
／
三
月
十
又
／

五

日

也

／

前

提

」

（

『

二

段

』

）

「
人
生
適
立
部
行
一
川
大
一 二

十
五
段

4

（
山
文
印
）



（
「
話
統
』
）

i女
'-' 

「
民
い
れ
秋
日
／
側
一
味
改
刻
」

。
こ
の
年
、
養
父
中
村
元
治
郎
の
計
ら
い
に
よ
り
高
山
紘
一
告
に
制
心
中
す
る
カ

（日）。

明
治
十
凶
年
（
一
八
八
一
）
半
巳
二
十
六
蔵

5

（
白
文
印
）
「
政
問
之
印
」
（
加
）

6

（
白
文
印
）
「
芯
一
川
」
（
5
印
と
組
印
）

I 一「

illl Ill! 
I I 

Lー しー

A

’し
l
’J

、「
i
f

，y、v
－一i
y
L
l
J
7
1

旬、一，・
H
U
N
V
τ

－
、
ノ
＼
t
t
L
ノ

0

0

一
2LJ

一
子

414L
・
山
川
v上

」

を

件

山

仏
U
寸
ノ
ヌ
人
口

fzd

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
壬
午
二
十
七
歳

7

（
白
文
印
）
「
保
安
部
紙
如
説
明
一

（
側
款
）
「
壬
午
／
冬
日
／
関
／
獲
／
築
」

8

（
朱
文
印
）
「
倫

m製
少
年
」
（
幻
）

9

（
朱
文
印
）
「
春
暁
」
（
幻
）

刊
（
朱
文
印
）
「
杏
一
例
」
（
お
）

日
（
白
文
印
）
「
杏
削
」
（
お
）

け
収
不
～
出
次

；
1

1

h
刈

（「間
I
」）

（「問
I
」）

（「

m
I」）

（「
m
m
I
」）

明
治
十
六
年
（
一
八
八
一
ニ
）
英
来
二
十
八
歳

。
こ
の
年
、
「
偽
臨
印
出
」
を
制
作
す
る
（
M
）。
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明
治
十
七
年
（
一
八
八
回
）
中
沖
二
十
九
段

ロ
（
朱
文
印
）
「
翠
斡
企
図
書
記
」
（
お
）

（「
m
m
I
」）

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
乙
出
三
十
段

日
（

fμ
文
印
）
「
山
刊
佼
印
」
（
日
印
と
尚
一
山
印
）

（
側
款
）
「
（
山
間
側
へ
偵

h

市
）
乙
的
ト
パ
半
／
卯
謄
者
桝
／
一
山
刊
先
生

／

命

附

張

。

〈

印

〉

」

（

「

二

控

」

）

日
（
朱
文
印
）
「
一
子
徳
氏
」
（
日
印
と
両
両
印
）
（
「
二
控
」
）

日
（
朱
文
印
）
「
寺
水
尚
山
洋
足
長
多
奇
的
秋
月
拐
別
料
冬
山
側
秀
弧
怯
」

（

側

款

）

「

乙

恒

／

十

汁

／

的

援

」

（

「

二

控

」

）

日
（
山
文
印
）
「
班
活
家
主
米
州
」
（
Mm
）

（

「

間

I
」）

幻

（

朱

文

印

）

「

市

町

山

容

猶

限

」

（

部

）

（

「

問

I
」）

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
内
成

同
（
白
文
印
）
「
向
山
多
本
外
ー
一

三
十
一
政

（幻）

（「山
I
」）

成

明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
了
亥

四
（
白
文
印
）
「
西
川
峻
印
」

（
側
款
）
「
丁
亥
十
月
／
築
於
迎
／
月
楼
／
郡
稲
吉
」

（「心者餅』）

。
二
月
、
「
緊
芳
争
焔
・
冊
京
」
（
引
γ

民
間
3
）
（
お
）
を
制
作
し
、
ま
た

「
隷
書
七
絶
」
お
よ
び
、
「
隷
川
J
M
条
幅
」
を
制
作
す
る
（
「
害
問
』
出
）

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
戊
子

初
（
朱
文
印
）
「
春
耕
」

（
側
款
）
「
戊
子
一
月
念
日
／
天
芳
逸
土
家
一

計
（
白
文
印
）
「
寺
崎
氏
世
一
一
A

一

（
側
款
）
「
戊
子
春
日
／
間
基
作
一

fat足

（『春酬明』）

（
『
広
業
』
）
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幻
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

お
（
白
文
印
）

（
側
款
）

「
秋
水
北
ハ
長
天
萱
色
」

「
呑
草
」
（
幻
印
と
組
印
）

「
鹿
業
」

「
戊
一
千
春
三
月
／
天
芳
逸
土
製
」

（
『
広
業
』
）

（
『
広
業
』
）

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
己
丑
三
十
四
歳

M

（
白
文
印
）
「
撫
水
月
在
手
」
（
お
印
と
組
印
カ
）
（
m
m
）

お
（
朱
文
印
）
「
奔
翠
呑
渦
衣
」

（
側
款
）
「
私
鉄
寅
花
／
消
冬
吟
白
／
一
宮
詩
／
擁
壁
作
／
己
丑
季
秋
／

中

静

五

日

」

（

「

二

控

」

）

（
「
二
控
」
）

。
八
月
、
「
築
書
・
般
若
波
経
密
多
心
経
」
を
書
写
す
る
（
「
世
一
同
期
』
日
）
。

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九

O
）
民
寅
三
十
五
歳

M
m
（
白
文
印
）
「
緑
竹
狗
々
」
（
却
）

幻
（
白
文
一
印
）
「
巻
簾
華
寓
重
」

（
側
款
）
「
巻
簾
輩
／
寓
重
／
炭
寅
花
制
作
子
／
呑
草
居
前
牽
」

（
「
呑
統
』
）

お
（
白
文
印
）

（
側
款
）

29 

{Hlj 1主
文

款 ~IJ

（
「
二
控
」
）

「
西
川
元
談
字
子
謙
」

「
春
制
法
家
高
庇
／
王
母
千
年
賀
／
炭
寅
五
月
初
二
／
呑
平

居
主
人
作
／
海
屋
帯
出
紀
往
年
」
西
川
寧
氏
蔵

「
立
木
兼
善
之
章
」

「
庚
寅
／
六
月
／
中
幣
／
作
於
／
呑
草
／
賠
／
間
基
」

（
「
二
控
」
）

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
辛
卯
三
十
六
蔵

初
（
出
文
印
）
「
静
況
古
今
柳
r
は
娯
」

（
側
款
）
「
静
ほ
古
／
／
今
聯
自
／
娯
／
春
洞
法
家
自
作
驚
／
釦
索
余
築

抑
以
腔
／
之
時
点
十
卯
十
月
七
日
／
擁
護
邸
稲
吉
一

西
川
川
山
山
一
J

氏
蔵

。
四
月
、
呑
簡
を
制
作
す
る
（
『
書
問
』

ω）。

三
十
七
蔵

明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
壬
辰

担
（
白
文
印
）
「
金
来
如
来
」

（
側
款
）
「
壬
反
立
春
口
／
口
口
口
」

臼
（
白
文
印
）
「
草
案
之
印
」

（
側
款
）
「
壬
反
八
月
中
南
／
仇
完
白
山
人
法
／
一
十
番
草
居
／
臨
蓋
」

中
村
淳
氏
蔵

（
「
二
控
』
）

月
十

13 

ニ
世
関
遅
生
れ
る
（
本
名
秋
作
）

0

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
一
ニ
）
笑
己

お
（
連
印
）
「
元
設
・
子
謙
」

（
側
款
）
「
春
洞
／
居
士
／
作
／
笑
巴
清
和
月
杭
／
完
白
山
人
法
踏
／

十

脊

向

先

生

鹿

／

閣

議

」

西

川

町

学

氏

蔵

日
出
陸
描
立
」

「
風
盛
／
描
立
／
奨
巳
秋
九
／
月
中
出
／
樹
蓋
作
／
子
呑
前
十

居

」

（

『

呑

初

』

）

「
性
部
者
多
詳
考
」
（
こ
の
年
カ
）
（
「
書
出
』

η
）（

『
呑
初
』
）

／＼ 

蹴

制
（
白
文
印
）

（
側
款
）

お
（
白
文
印
）



明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
↑
叩
午

日
（
白
文
印
）
「
修
字
誠
卿
」

（
側
款
）
「
一
巾
午
秋
日
熔
／
一
六
老
先
生
大
人
高
一
嵐
／
都
稲
吉
」

（「間
E
」）

（「間
E
L）

4

T

し

K
L

，
寸
ブ
』
一
郎

幻
（
朱
文
印
）

「
金
一
来
」
（
訪
印
と
組
印
カ
）

。
十
二
月
、
古
文
・
七
一
一
一
一
日
聯
を
制
作
す
る
令
書
問
』
貯
）

0

0

こ
の
年
、
「
秦
漢
一
礼
治
」
常
一
日
印
刷
を
制
作
す
る
。

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
乙
未
四
十
歳

。
二
月
二
十
四
日
、
臨
「
漢
承
安
宮
銘
」
一
似
を
制
作
す
る
。

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
問
中

話
（
白
文
印
）
「
茄
古
合
A
一I
L

（
側
款
）
「
茄
古
／
合
今
／
丙
山
中
嘉
／
一
半
月
初
一
／
／
呑
草
出
／
土
作
」

西
川
寧
氏
政

四
十
一
議

ω
（
朱
文
印
）

紛
（
r
日
文
印
）

位
（
白
文
印
〉

必
（
朱
文
印
）

「
春
洞
」
（
こ
の
年
カ
）
（
『
書
mm
』
刊
）

「
心
無
機
事
案
有
好
書
」
（
こ
の
年
カ
）
（
「
書
日
』
刊
）

「
西
川
一
冗
談
字
子
謙
」
（
こ
の
年
カ
）
（
「
盟
国
日
』
叩
）

「
春
洞
居
士
詩
書
量
之
印
」
（
こ
の
年
カ
）
（
「
書
印
』
叩
）
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日J
43治

側白 十

文年
款問］（

「「八

丁千 九
回客七
六寓 ）

月来了
中」問
／ 
常

口晋
嵐 μ

主主

／ 
築
子
百E
x 
／ 
中
Lー

四
十
二
歳

位
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

必
（
白
文
印
）

品
（
朱
文
印
）

幻
（
朱
文
印
）

佑
（
白
文
印
）

（「間
H
」）

「
龍
門
社
」

「
一
長
楽
／
無
極
／
漢
／
瓦
／
蛍
／
文
／
了
間
六
片
上
横
山
側
壁

築

」

（

「

附

E
」）

「
凶
川
元
議
」
（
こ
の
年
カ
）
（
『
書
ね
』
部
）

「
春
澗
居
士
一
（
こ
の
年
カ
）
（
「
書

η
』
臼
）

「
山
痩
松
偏
勤
鵠
を
飛
吏
軽
」
（
こ
の
年
カ
）
（
「
書
ね
』
臼
）

「
開
衿
待
古
人
」
（
こ
の
年
カ
）
（
『
書
ね
』
臼
）

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
戊
戊

川
口
（
朱
文
印
）
「
人
間
賞
晩
姓
」

（
側
款
）
「
若
灘
凶
作
戊
如
月
為
／
青
淵
高
雅
属

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
己
亥

切
（
白
文
印
）
「
佐
々
友
一
廓
印
」

（
側
款
）
「
己
亥
八
月
十
／
有
七
日
築
／
於
呑
草
居
／
樹
蓋
」（

「
二
控
」
）

（
「
二
控
」
）

日
（
朱
文
印
）

四
十
三
哉

地~
2語
家

ー「

tr甘
II 
Lー

四
十
四
歳

「
口
査
一

印
印
と
組
印
）

明
治
三
十
三
年
（
一
九

O
O）
捷
子
四
十
五
戒

位
（
白
文
印
）
「
旦
擁
留
害
時
白
一
信
一
戸
一

（
側
款
）
「
且
擁
圏
書
叫
白
云
／
庚
子
立
春
日
／
番
草
居
士
作
一
（
別

十

郎

の

款

釈

省

略

）

（

吋

香

統

』

）



86 

o

七
月
、
書
印
条
一
仰
を
制
作
す
る
。

明
治
三
十
五
年
（
一
九

O
ニ
）
壬
武
田
十
七
歳

。
十
月
一
目
、
金
文
・
臨
「
大
一
本
出
」
怖
を
制
作
す
る
（
叩
頁
図
1
）0

0

十
月
四
日
、
臨
金
石
文
条
…
帆
を
制
作
す
る
。

明
治
三
十
六
年
（
一
九

O
一
ニ
）
突
卯

日
（
朱
文
印
）
「
小
林
」
（
乱
）

四
十
八
歳

o

十
一
月
十
七
日
、
小
林
小
六
宛
封
書
を
送
る
（
認
可

0

こ
の
年
十
二
月
か
ら
翌
年
五
月
十
五
日
ま
で
松
本
に
部
在
す
る
（
お
）

0

0

こ
の
年
、
「
金
位
泣
」
家
主
口
額
を
書
写
す
る
（
刊
は
頁
一
凶
2
）。

明
治
三
十
七
年
（
一
九

O
凶
）
市
民
間
十
九
成

。
五
一
月
十
六
日
、
松
本
を
出
発
す
る
（
出
）
。

0

五
月
十
七
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
、
飯
山
、
政
梧
堂
に
投
宿
す
る
。

。
七
月
一
日
、
北
京
よ
り
『
飛
鴻
吃
』
の
報
を
う
け
る
。

。
七
月
二
日
、
東
京
よ
り
郵
伎
を
受
け
、
返
事
を
出
す
。
並
に
甲
府
へ
二
通

発
送
す
る
。

。
七
汁
十
日
、
北
京
よ
り
来
信
が
あ
り
、
即
刻
返
事
を
出
す
。

0

八
月
一
日
、
佐
々
木
芳
印
、
ま
た
、
竹
筒
彫
刻
、
さ
ら
に
獅
子
紐
木
印
二

枚
が
完
成
す
る
。

0

八
月
五
日
、
硯
庇
に
着
手
す
る
。
ま
た
、
北
京
よ
り
口
報
が
あ
る

0

0

八
月
六
日
、
硯
日
付
が
完
成
す
る
。

。
十
ニ
月
九
日
、
飯
田
を
出
発
す
る
。

。
十
二
月
九
日
、
上
伊
部
松
島
口
問
屋
に
一
泊
す
る
。

。
十
二
月
十
日
、
夜
、
綜
町
、
信
州
長
野
犀
北
館
に
倒
着
し
、
十
九
日
間
部

在
の
の
ち
帰
京
す
る
。

。
十
二
月
、
行
書
・
斎
銘
を
書
写
す
る
（
『
缶
百
m
m
』
幻
）
。

明
治
三
十
八
年
（
一
九

O
五
）
乙
巳
五
十
歳

日
（
朱
文
印
）
「
誇
興
山
斎
福
随
春
至
」
（
お
）

日
（
朱
文
印
）
「
天
禄
永
昌
」
（
お
）

h
r
4
1ん
t
r
c
hド
K

J
M
l
ふ
冷
s
、引
γ
r
iシ
J
コ
片
山

。
一
月
九
日
、
長
野
着
、
犀
北
館
へ
投
宿
す
る
（
幻
）

0

0

二
月
二
日
、
金
石
索
が
手
元
に
若
ノ
＼
。

。
一
二
月
十
二
日
、
犀
北
館
主
人
と
馬
場
和
尚
を
訪
れ
欄
間
尻
凪
の
板
を
極
め

る。
。
四
月
二
十
九
日
、
帰
京
、
一
引
所
に
の
り
午
後
三
時
着
、
入
湯
す
る

0

0

こ
の
年
、
岸
北
館
の
「
金
石
国
」
関
山
を
彫
刻
す
る
（
犯
）
。

明
治
三
十
九
年
（
一
九

O
六
）
一
円
午

同
（
朱
文
印
）
「
華
畦
女
史
」

（
側
款
）
「
大
古
川
防
宜
子
孫
／
内
午
六
月
番
草
仇
古
」

幻
（
朱
文
印
）
「
駄
湖
無
悲
」

（
側
款
）
「
丙
午
七
／
月
六
日
／
香
川
十
／
同
士
／
作
」

問
（
白
文
印
）
「
混
同
知
底
」

（
側
款
）
「
丙
午
／
天
長
／
部
呑
／
平
店
／
土
作
」

日
（
朱
文
印
）
「
版
記
」

玉レ
i

一
説

マ
」
一
一

（
「
ニ
控
」
）

γ
－
cuドベ

4
2
↓
A
E
t川

（
「
呑
初
』
）



（
側
款
）

ω
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

臼
（
白
文
一
印
）

mw

（
白
文
印
）

（
側
款
）

日
（
朱
印
文
）

（
側
款
）

磁
力

「
丙
午
／
口
月
／
呑
草
／
店
土
／
作
」

「
成
業
一

「
沼
山
礼
子
孫
／
常
楽
未
央
／
苓
／
草
／
思
／
土
／
仇
／
漢
ー
一

（

印

）

（

「

広

業

』

）

「

肢

業

」

（

却

）

（

「

広

業

』

）

「
脆
詑
軒
」

「
巧
／
／
立
／
日
間
／
呑
平
／
居
士
／
作
」
（
却
）

（
叶
広
栄
』
）

（
『
広
業
』
）

「
誇
胤
（
山
ぃ
放
出
随
荘
一
主
－

「
一
片
十
日
栴
間
金
刀
械
設
郁
成
立
臼
／
印
破
来
不
断
存
盈
屋
／

一
丙
午
立
春
日
呑
草
居
士
口
（
印
）
『
古
平
』
」h

J
4
1
4
なで
1
～
山
次

1
1
j
j
i
 

。
前
年
三
十
八
年
八
月
よ
り
何
年
二
一
月
ま
で
新
協
へ
滞
在
す
る
（

ω）。
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西
川
mmγ

氏
政

西
川
寧
氏
版

西
川
市
山
γ

氏
蔵

（
「
広
業
』
）

「
前
台
作
／
了
未
／
十
二
月
」

「
春
海
」

（
「
初
控
」
）

71 70 

朱側朱側
文文
1:1J 款 1::11 款
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J)IJ f 3岳民主
有未 WJ吾
夫五五」 i乍
地／」

（月
41 ¥-

／ 

[I 

f＼；休
／ 
呑
m 
｛／ド

（
侃
印
と
F

組
印
カ
）

（
「
初
出
」
）

（「一好初」）

（
「
広
業
』
）

。
一
月
、
浅
草
山
鳥
越
二
需
地
よ
り
春
洞
宛
賀
状
を
出
す
（
「
担
問
』
日
）
0

0

士
一
月
二
十
三
日
か
ら
四
月
二
十
六
日
に
か
け
て
、
小
林
小
六
に
宛
て
封
討

を
五
通
、
ま
た
、
四
月
に
封
書
一
通
な
送
る
（
位
）
。

明
治
四
十
一
年
（
一
九

O
八
）
戊
中

η
（
白
文
印
）
「
内
我
作
古
」

（
側
款
）
「
臨
／
台
／
作
／
戊
中
／
四
汁
」

η
（
朱
文
印
）
「
人
巧
組
問
天
工
出
」

（
側
款
）
「
呑
／
草
／
居
／
土
／
製
」
（
牡
）

九
（
朱
文
印
）
「
下
野
足
利
町
原
川
良
三
郎
」

（
側
款
）
「
平
安
／
市
貴
／
高
成
／
戊
中
四
月
／
呑
行
十
店
／
土
作
一

某
氏
政

お
（
白
文
印
）

（
側
款
）

苅
（
朱
文
印
）

打
（
白
文
印
）

祁
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

五
十
三
政

（
『
広
業
』
）

（
づ
仏
業
』
）

款）

「
心
部
興
長
」

「
戊
／
市
中
／
五
／
月
／
呑
／
草
／
作
」

「
泥
呑
居
士
長
谷
川
金
政
印
」

「
泥
呑
／
居
士
／
属
／
呑
州
／
作
／
戊
市
／
五
月
」（

『
香
統
』
）

（
「
初
控
」
）

明
治
四
十
年
（
一
九

O
七
）
了
未
五
十
二
政

山
円
（
朱
文
印
）
「
以
介
路
寿
」
（
邸
印
と
組
印
）

日
（
白
文
印
）
「
西
川
元
議
」

（
側
款
）
「
蘇
呑
作
丁
来
三
月
」
（
『
訪
日
部
』
日
）

似
W

（
朱
文
印
）
「
子
謙
」
（
伍
印
と
組
印
）

U

（
朱
文
印
）
「
勝
路
軒
図
書
」

（
側
款
）
「
了
未
／
九
月
／
蘇
呑
／
生
作
」

侃
（
白
文
印
）

（
側
款
）

ω
（
朱
文
印
）

（
「
ニ
控
」
）

「
吉
野
信
印
」

「
松
滞
輩
主
」

「
松
濡
盆
主
属
／
的
去
仇
漢
／
戊
山
中
五
月
／
サ
有
口
一

叩

ω
印
と
組
印
カ
）
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内
（
白
文
印
）

（
側
款
）

加
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

出
（
白
文
印
）

（
側
款
）

83 82 
,----... ，，「、，－－－－...

側 正l朱

文文
款 r:1J rn 

加
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

部
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

部
（
白
文
印
）

（
側
款
）

作」

幻
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

∞
∞
（
白
文
一
印
）

（
側
款
）

回
（
朱
文
印
）

（
「
初
控
」
）

「
知
我
者
誰
」

「
戊
申
六
月
十
一
日
／
呑
州
居
士
作
」

「
呂
忠
一
如
収
蔵
印
」

「
戊
申
六
月
廿
日
／
呑
草
居
土
」

「
長
谷
川
金
蔵
印
」

「
泥
舟
居
土
法
材
／
泥
呑
兄
台
属
／
蘇
呑
作
／
戊
申
／
六

月

」

（

『

呑

統

』

）

「
泥
呑
居
士
」
（
凱
印
と
組
印
）
（
「
香
続
』
）

「
元
議
印
信
」

「
粥
台
作
／
戊
申
／
六
月
」
（
別
出
の
款
、
釈
文
省
略
）

（

『

地

問

問

』

臼

）

凶

川

健

J

氏
政

「
寧
持
致
遠
」

「
戊
申
／
七
月
／
廿
八
日
／
呑
草
／
作
」
（
「
二
控
」
）

「
蕉
閤
」

月
カ

「
受
一
大
／
百
一
帆
／
呑
草
作
／
戊
申
／
七
口
」
（
「
二
控
」
）

「
諸
井
時
印
」

「
（
四
側
へ
仙
常
一
回
）
戊
巾
八
／
月
サ
有
／
七
日
呑
／
草
所

（
「
初
控
」
）

（
『
呑
初
』
）

（
「
闘
帖
」
）

「
春
畦
」

「
蘇
／
呑
／
作
」
（
部
印
と
組
印
）

「
中
清
蔵
印
」

「
漢
高
歳
魚
本
／
戊
中
十
一
月
／
蘇
呑
生
所
棋
」

（
「
二
控
」
）

（
「
初
控
」
）

「
賠
詩
山
河
」

（
側
款
）

ω
（
白
文
印
）

引
（
朱
文
印
）

児
（
白
文
印
）

（
側
款
）

mm

（
白
文
印
）

（
側
款
）

悦
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

関
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

mm

（
朱
文
印
）

（
側
款
）

「戊
a

申

嘉

平

月

／

蘇

呑

生

所

」

（

『

呑

補

』

）

「
春
出
居
士
吟
詩
作
萱
草
」
（
『
書
問
』
臼
）
古
川
寧
氏
誠

「

子

誠

」

（

「

告

別

』

日

）

凶

山

川

寧

氏

蔵

「
榔
緑
茶
十
紅
」

「
呑
／
苧
／
居
／
士
／
作
／
戊
／
申
」
（
「
呑
一
二
』
）

「
西
川
元
議
印
信
」

ア
託
料
呑
築
」
（
川
内
印
と
組
印
）
（
『
書
問
』
印
）
西
川
寧
氏
政

「
春
洞
長
誇
一

「
香
／
草
／
居
／
土
／
作
／
戊
申
」

「
平
々
凡
々
」

「
呑
／
草
／
作
／
戊
申
」

「
大
用
額
前
不
存
軌
則
一

「
前
台
口
口
作
」
（
M
U

）

百
川
容
王
法

i
J
C
J
j
l
 

ト
仁
、
，

JlH
ド
ν
へ

14パ

nzhm

（
「
広
業
』
）

。
丹
、
浅
草
間
鳥
越
二
番
地
よ
り
白
川
春
洞
宛
賀
状
を
出
す

ウ
I
J
O

F
h
u
L
 

。
こ
の
年
八
月
の
款
記
あ
る
間
頁
を
制
作
す
る
（
幻
）
。

。
こ
の
年
、
金
文
・
臨
仲
博
父
鼎
銘
一
制
を
制
作
す
る
カ
（
『
書
問
』
日
）
。

明
治
四
十
二
年
（
一
九

O
九
）
乙
酉

引
（
白
文
印
）
「
能
忍
慈
刑
」

（
側
款
）
「
己
間
／
山
月
／
H

話
番
／
生
作
」

mm

（
朱
文
印
）
「
雲
山
」

（
側
款
）
「
香
／
草
／
居
／
土
／
作
」
（
幻
叩
と
組
印
）

mm

（
朱
文
印
）
「
唯
我
描
尊
」
（
釘
印
と
組
印
）

五
十
四
歳

（「計一日間』

（
「
香
続
』
）

（
「
呑
続
』
）

（
「
呑
統
』
）



間
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

間
（
朱
文
印
）

（
側
款
）
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間
（
白
文
印
）

（
側
款
）

問
（
白
文
印
）

（
側
款
）

削
（
白
文
印
）

（
側
款
）

出
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

鴎
（
白
文
印
）

（
側
款
）

叩
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

W
M

（
朱
文
印
）

（
側
款
）

別
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

山
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

「
良
川
出
日
」

「
福
徳
／
長
寿
／
龍
門
山
摩
崖
有
福
徳
／
長
売
凶
字
北
説
人

引
山
由
／
詰
為
士
山
伴
字
版
苛
偉
／
偶
師
以
意
梢
強
兵
法
為
／
／

良

川

雅

契

己

凶

山

バ

香

川

十

」

某

氏

政

「
州
側
」

1
4
r
4
N
 

「
長
詩
／
番
卒
仇
十
M
／
間
口
適
／
己
酉
口
四
月
廿
五
日
／
蘇

寄

生

作

ー

一

（

「

二

控

」

）

「
難
興
俗
論
」

「
呑
草
居
士
脱
税
／
銅
印
己
酉
六
月
初
一
」
（
「
闘
帖
」
）

「
心
型
摘
笑
」

「

呑

革

／

己

国

／

七

月

」

（

「

初

控

」

）

「
搾
陵
中
印
」

「

己

隈

／

七

月

／

粥

／

台

作

」

（

「

初

控

」

）

「
部
光
道
人
」

「

醐

台

／

己

間

／

ロ

ロ

」

（

「

初

出

」

）

「
武
川
向
印
」

「
蘇
呑
仇
漢
一
（
川
印
と
純
印
）
（
『
呑
続
』
）

「
附
飢
餓
道
人
」

「
己
間
八
／
月
前
／
率
一
作
」
（
「
呑
統
』
）

「
紳
恰
心
部
」

「

呑

草

作

／

己

国

／

十

月

」

（

『

香

初

」

）

「
栖
風
霊
印
」

「

関

台

／

己

間

／

十

月

」

（

「

関

帖

」

）

「
復
活
除
豪
」

「
無
益
／
先
生
／
盛
正
／
蘇
番
／
作
己
国
／
嘉
平
」

113 112 111 

側朱側朱朱
文文文

j一式 i'.IJ ix i'.IJ 1:1J 

「
底
知
、
抱
一
両
節
箱
一
山
一
ゴ
描
青
々
」
（
打
出
）

「
州
立
林
4
」

コ
紙
一
夜
作
／
己
凶
／
口
月
」

「
草
好
月
間
人
詩
」

「
叩
川
十
好
／
月
間
／
人
詩
／
呑
草
／
己
百
一

（
「
悶
帖
」
）

（
「
広
業
』
）

某
氏
誠

（
『
呑
統
』
）

。
一
月
、
下
谷
竹
町
十
番
町
よ
り
西
川
春
洞
宛
賀
状
を
出
す
（
「
主
旧
日
』
問
）
0

0

凹
月
、
市
一
日
印
条
一
附
を
制
作
す
る
（
却
）
。

。
十
月
、
心
評
判
宛
、
本
郷
真
砂
町

J

三
十
四
番
地
へ
の
転
居
通
知
を
出
す
（
「
古
田

日
』
日
）
0

0

こ
の
年
、

（制）。

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一

O
）
民
成

山
（
白
文
印
）
「
潜
然
天
趣
」

（
側
款
）
「
氏
戊
二
月
」
（
円
、
荒
川
間
』
印
）

川
（
白
文
印
）
「
諸
井
時
印
」

（
側
款
）
「
長
楽
未
央
」
（
凶
印
と
組
印
）

凶
（
朱
文
印
）
「
春
畦
逸
山
内
」

（
側
款
）
「
大
吉
日
日
／
歳
在
／
民
戊
／
二
一
月
／
的
基
／
作
於
／
香
川
十
／

居

時

／

年

五

／

十

五

」

（

『

吾

続

』

）

「
福
山
湾
民
宿
一
3
1

一

山山川ハカ

「
大
富
口
／
／
宜
子
孫
／
呑
／
草
／
作
」
（
川
印
と
組
印
）

（
『
苓
統
』
）

117 

側朱
文

款印

西
川
春
淵
宅
に
て
家
政
、

同
人
た
ち
と
記
念
写
真
を
と
る
カ

五
十
五
段

川
一
日
印
刷
一
J

王
山
氏

一

i
j
i
－

－

（
「
呑
杭
』
）
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文文文
款 i；日款 1:1J 款再］

m
（
白
文
印
）

（
側
款
）

m
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

m
（
白
文
印
）

山
（
朱
文
印
）

川
（
朱
文
印
）

凶
（
白
文
印
）

山
（
朱
文
印
）

四
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

「
静
心
疏
」

「
附
台
作
／
民
戊
／
八
月
」

「
笠
野
居
士
」

「
際
台
作
於
／
呑
草
／
居
」
（
山
印
と
組
印
）

「
存
血
（
山
新
福
随
春
至
」

「
明
治
／
四
十
／
一
一
一
年
／
歳
在
／
庚
戊
／
季
秋
／
心
痛
／
先

生
／
援
正
／
蘭
台
／
作
子
／
呑
州
／
居
時
／
年
五
／
十
有

／

五

」

（

「

呑

続

』

）

「
間
不
二
彦
印
」

「
大
吉
仰
向
宜
供
王
宮
賀
町
田
／
庚
戊
十
二
月
」

「
恕
堂
居
士
」

「
蘇
呑
／
一
所
作
」
（
山
印
と
組
印
）

「
脱
出
軒
主
」
（
必
）

「
一
大
級
」
（
必
）

「
補
天
浴
日
」
（
こ
の
年
カ
）
（
刊
）

「
宮
内
大
臣
」
（
こ
の
年
カ
）
（
必
）

「
源
千
駄
L

（
こ
の
年
カ
）
（
刊
）

「
州
民
主
人
」

「
開
／
台
／
作
／
民
／
戊
」

（
「
二
控
」
）

（
「
二
控
」
）

r一
手
u
v
I丸

ゴ／
γ

よ
1
M

刊
日
木
氏
誠

（
「
広
業
』
）

（
「
広
栄
』
）

（
「
呑
統
』
）

（
『
呑
統
』
）

（
「
苓
統
』
）

（
「
呑
統
』
）

一1
j

、
z
z
z
b
T
－、

1
1
i
2下一
3
4
2犬
ど
封

F
ヘ
『

U
4
1
2
8
1

一
一
オ
討
3ノ
γ
V
M
J
I

－－
3
4
1
Jんタ

3
1プ
I
I
v
f
c
ニ－

7
5
n
b
5」

4
L

－ァ、
K
L

E
e
－J

ノ

uy

明
治
四
十
円
年
（
一
九
一
一
）
半
亥

間
（
白
文
印
）
「
詳
開
山
路
一

（
側
款
）
「
半
／
亥
／
六
月
／
刊
紙
／
竹
」

（
「
広
栄
』
）

間
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

山
（
白
文
印
）

（
側
款
）

印
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

印
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

山
川
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

悶
（
朱
文
印
）

（
側
款
）

問
（
朱
文
印
）

叩
（
白
文
印
）

問
（
朱
文
印
）

m
（
朱
文
印
）

「
前
台
作
」
（
別
印
と
組
印
）

（
「
広
栄
』
）

（
「
呑
統
』
）

「
者
向
」

「
長
誇
／
関
史
／
辛
亥
／
十
二
月
」

「
一
生
稽
古
」

「
一
／
生
／
稽
／
十
日
／
閥
／
受
／
作
」
（
印
印
と
組
印
）

（
「
呑
続
』
）

（
『
呑
杭
』
）

「
克
己
後
暗
」

「
者
行
卜
」
（

ι）

「
大
出
晩
成
」

寸

前

台

」

（

担

）

（

『

広

業

」

）

「
京
山
」
（
H
U
）

（

『

広

栄

』

）

「

大

巧

若

拙

」

（

担

）

（

「

広

栄

』

）

「
五
代
日
中
間
取
右
術
門
之
印
」
（
こ
の
年
カ
）
（
幻
）

（
「
治
第
ご
）

（
『
広
業
」
）

「
王
瓜
生
」
（
こ
の
年
カ
）
（
必
）

o

こ
の
年
、
－
臨
金
石
文
・
条
似
を
制
作
す
る
（
『
告
別
』
訂
）
。

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
壬
子
五
十
七
歳

。
三
月
十
五
日
か
ら
三
十
一
日
に
か
け
て
、
小
林
小
六
に
宛
て
業
百
三
通
を

出
す
カ
（

ω）。

。
こ
の
年
、
浅
草
代
地
の
店
を
藤
井
致
笠
が
…
訪
れ
る
カ
（
印
）
。



大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
甲
災
五
十
九
政

o

こ
の
年
、
古
文
・
条
一
仰
を
制
作
す
る
カ
（
「
書
瑚
』
幻
）
。

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
乙
卯
六
十
歳

。
十
一
月
十
八
日
、
赤
坂
潟
地
付
近
に
て
卒
す
る

（日）。

（

U
）
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鹿
児
島
二
桶
「
納
基
と
史
、
山
」
（
「
書
道
』
刊
号
不
明
）
に
、

（
前
略
）
余
の
氏
側
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
会
津
藩
士
の

J

家
に
生

れ
幼
年
父
な
る
人
を
失
い
男
三
人
兄
弟
の
う
ち
の
末
子
と
し
て
ほ
に

連
れ
ら
れ
て
東
京
に
来
り
、
浅
草
馬
道
の
金
物
産
に
述
れ
子
と
し
て

入
籍
せ
ら
れ
、
後
ま
た
、
柳
檎
の
っ
ち
屋
と
い
う
船
宿
に
貰
は
れ
て

中
村
稲
吉
の
氏
名
を
名
の
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
（
後
略
）

と
あ
る
。
中
村
淳
氏
の
談
に
よ
れ
ば
、
こ
の
挿
話
は
、
二
橋
が
、
二
世

蘭
台
よ
り
得
た
も
の
と
い
う
。
筆
者
は
か
つ
て
、
こ
れ
と
同
じ
内
容
の

挿
話
を
中
村
演
氏
（
二
世
関
台
夫
人
）
よ
り
知
得
し
た
。

（
日
）
中
村
演
氏
談
に
よ
る
。

（
碍
）
中
村
淳
氏
談
に
よ
る
。
故
内
藤
呑
石
氏
の
談
に
よ
る
と
、
早
川
家
は

八
人
姉
妹
で
、
長
女
は
川
村
と
い
う
陸
軍
中
将
に
嫁
ぎ
、
次
女
が
～
訟
を

継
い
だ
と
さ
れ
る
。
や
す
は
三
女
以
下
と
忠
わ
れ
る
。

（口）

1
・
2
印
は
中
村
淳
氏
説
。
現
在
、
筆
者
の
手
元
に
側
款
の
資
料
は

な
い
の
だ
が
、
と
も
に
こ
の
年
の
款
記
が
あ
る
。
ー
印
は
十
二
月
の

H
H
d

。

中
私
戸

（
刊
日
）
中
村
一
樹
氏
談
及
び
、
注
（
は
）
の
一
文
に
よ
る
。

（
山
口
）
中
村
積
氏
談
に
よ
る
。

（
却
）
「
冊
子
1
」
に
、
「
半
己
六
月
十
又
三
日
築
於
／
楊
柳
杭
畔
之
鳩
陸

為
／
杏
附
先
生
法
貨
併
乞
正
／
蘭
基
幽
人
」
の
款
記
が
あ
る
。

（
幻
）
中
村
淳
氏
政
。

（
抱
）
「
間
子
1
1一
に
「
朱
文
石
印
一
方
／
文
臼
倫
間
卑
少
年
／
壬
午
春
日

築
子
美
人
呑
州
と
蹴
納
基
生
」
の
款
記
が
あ
る
。

（
お
）
「
出
子
I
」
に
「
朱
肉
石
印
一
ニ
一
泊
／
壬
午
六
月
為
／
杏
副
大
人
先
生

清
属
関
蓑
」
の
款
記
が
あ
る
。

（
民
）
『
書
道
全
集
』
別
巻
E
・
年
表
昭
和
四
十
一
二
年
、
平
九
社
。

（
お
）
「
冊
子
I
」
に
「
翠
建
立
図
書
記
／
甲
中
十
二
月
十
有
／
六
日
作
子

美
人
呑
草
々
臨
雨
宿
下
／
関
盗
」
の
款
記
が
あ
る
。

（
却
）
「
間
子
I
」
に
「
朱
白
文
石
印
二
万
／
翠
活
家
主
未
掃
／
鳥
崎
山
客

猶
限
／
乙
目
立
秋
為
／
杏
出
先
生
正
之
／
邸
稲
古
」
の
款
記
が
あ
る
。

（
訂
）
「
間
子
I
」
に
「
北
京
楊
樹
印
一
枚
／
文
田
／
待
問
多
事
外
／
内
成
七

月
廿
六
日
／
作
於
嶋
監
北
／
宿
下
以
賠
／
杏
川
浅
井
先
生
届
邸
稲

古
」
の
款
記
が
あ
る
。

（
お
）
中
村
淳
氏
版
。
印
協
の
釈
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
右
上
よ
り

ω

川W
川
川
村
、
中
上
よ
り
同
川
川
州
、
左
上
よ
り
川
肘
）
。

ω
（
朱
文
印
）
「
物
我
同
存
」

M
W

（
白
文
一
印
）
「
日
暖
高
梁
新
有

燕
」
け
（
ル
一
本
文
印
）
「
一
日
夜
引
千
巻
」
山
村
（
白
文
印
）
「
楠
艦
、
王

人
」
制
（
白
文
印
）
「
e

日
栴
棋
汁
」
川
口
（
朱
文
印
）
「
家
在
蹴
出

山
下
麓
川
間
」
川
川
（
白
文
一
印
）
「
工
ん
邪
鼠
主
以
洋
」
例
（
朱
文

印
）
「
口
氏
吟
針
白
一
主
」
川
（
白
文
印
）
「
淡
然
」
例
（
向
文
印
）

「
買
い
草
泣
か
川
陥
」

（
却
）
『
呑
二
一
』
一
卜
を
の
日
次
に
よ
れ
ば
、
加
・
お
印
は
と
も
に
荻
肝
淡
開

蔵
印
と
さ
れ
、
前
後
に
，
主
、
へ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
二
取
の
寸
法
ま
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た
、
目
次
に
共
に
舟
山
石
の
補
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
組
印
と
恕

わ
れ
る
。

（
却
）
筆
者
草
稿
に
よ
る
と
「
炭
寅
二
月
呑
草
居
作
」
の
側
款
が
あ
る
。

（
日
以
）
注
（
日
）
一

O
五
瓦
。
書
簡
お
に
「
突
卯
五
月
中
南
」
と
あ
る
。

（
泣
）
注
（
日
）
一

O
一
一
頁
。
書
簡
日
。

（
お
）
中
村
淳
氏
梨
放
「
初
此
駒
牽
自
紘
一
十
手
控
」
に
よ
る
。

（M
A
）
注
（
お
）
。
こ
の
年
の
以
下
の
事
績
も
同
じ
。

（
お
）
悶
口
二
州
出
版
の
印
郎
防
の
コ
ピ
j

に
「
乙
巴
嘉
子
月
廿
一
日
／
蘇
香

カ

生
制
子
新
潟
客
次
」
と
関
蓬
自
第
十
の
款
記
が
あ
る
。

（
お
）
「
神
色
釦
自
慢
凶
章
」
と
題
記
の
あ
る
伺
印
収
納
の
箱
書
に
こ
の
年

の
款
記
が
あ
る
。

（
幻
）
注
（
幻
）
。
こ
の
年
の
以
下
二
月
J
四
月
ま
で
の
事
績
も
向
じ
。

（
犯
）
「
特
集

i
初
位
関
護
金
一
わ
掴
木
雌
」
（
「
書
道
グ
ラ
フ
』
四

i
一
九

八
六
）
附
和
六
十
一
年
近
代
書
道
研
究
所
。

近
山
山
ハ
士
郎
氏
（
犀
北
館
現
代
表
取
締
役
）
の
談
に
よ
れ
ば
、
八
十

二
銀
行
社
印
製
作
の
為
の
同
館
投
宿
の
際
、
当
時
の
一
頭
主
、
近
山
興
五

郎
の
依
頼
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
。
制
作
は
、
山
中
’
身
に
て
約
一
二
ヶ
月
を

費
や
し
た
と
い
う
。
図
柄
の
選
定
に
は
『
金
石
紫
』
が
用
い
ら
れ
た
。

（
却
）
日
本
間
家
、
寺
附
広
業
（
一
八
六
六

i
一
九
一
九
）
の
白
川
印
は
、

広
業
の
没
後
、
寺
崎
広
枝
氏
に
よ
り
東
京
芸
術
大
学
に
寄
附
さ
れ
て
い

る
。
寄
M
m
時
の

H
録
に
よ
る
と
「
脱
出
軒
所
用
印
似
」
と
－
泊
し
た
三
段

紹
印
箱
の
中
に
は
、
石
印
（
八
十
七
似
）
・
木
印
八
山
内
竹
印
一
一
服
〉
（
十

九
一
服
）
・
乾
漆
印
（
十
似
）
・
銅
印
（
十
矧
）
・
銀
印
（
一
知
）
・
牙
印
（
七

知
）
・
角
印
（
二
知
）
・
向
印
（
二
版
）
。
総
点
数
二
一
一
八
取
が
修
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
。
別
に
、
昭
和
十
三
年
に
広
枝
氏
が
編
し
た
づ
広
業

印
詳
』
は
、
広
業
自
用
印
、
七
十
販
の
収
録
で
あ
る
。
こ
の
印
諸
制
作

時
に
は
、
無
名
判
例
者
の
刻
印
を
除
い
た
形
跡
が
窺
え
る
。

ω

J
臼
印
は
、
『
広
業
印
譜
』
に
こ
の
年
の
補
記
が
あ
る
の
だ
が
、

東
京
芸
術
大
学
所
蔵
の
涼
印
に
は
い
ず
れ
も
、
紀
年
の
款
記
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
印
諮
の
制
作
に
子
息
の
広
載
氏
や
、
出
口
ニ
州
が
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
、
又
、
収
録
の
粥
台
印
の
中
に
も
、
紀
年
の
不
明
な
も

の
は
、
そ
の
扱
い
で
区
別
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
し

て
、
第
一
次
資
料
に
よ
る
典
拠
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
、
本
稿
で
は
ひ

と
ま
ず
こ
の
記
述
に
従
っ
て
お
く
（
以
下
の
年
代
の
広
業
印
に
つ
い
て

も
同
じ
）
。

（
必
）
『
印
界
時
報
』
（
注
目
）
に
、

（
前
一
時
）
廷
に
掲
げ
た
の
は
臨
翠
翁
が
明
治
三
十
七
年
の
頃
新
潟

に
遊
ん
だ
時
の
挿
話
で
、
（
後
略
）

と
あ
り
、
ま
た

（
前
略
）
其
来
遊
は
明
治
三
十
七
年
八
月
十
二
日
で
当
時
齢
五
十

一
、
新
潟
の
旅
館
は
櫛
清
で
あ
っ
た
。
（
後
略
）

と
あ
る
。

ま
た
、
前
記
『
印
非
時
報
』
の
出
典
と
な
っ
た
『
新
潟
新
聞
』
（
大

正
六
年
十
一
月
三
十
一
日
）
に
も
、

（
前
略
）
致
什
十
一
氏
詰
る
ら
く
、
故
人
の
新
潟
に
来
遊
せ
し
は
別
治
三

十
七
年
八
一
月
で
翌
年
三
月
迄
市
在
し
て
い
た
、
（
後
略
）

と
あ
り
、
当
時
の
一
新
潟
へ
の
滞
在
を
明
治
三
十
七
年
八
月
か
ら
翌
年
三

月
ま
で
と
伝
え
て
い
る
。

し
か
し
、
「
問
要
自
筆
手
段
」
（
注
お
）
や
、
臼
印
の
款
記
と
の
比
較

に
よ
る
と
、
期
日
に
一
年
の
誤
差
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
は
、
第
一
次



資
料
に
従
い
、
上
述
の
記
械
を
訂
正
し
て
解
釈
し
、
明
治
三
十
八
年
八

月
十
二
日
よ
り
三
十
九
年
三
月
ま
で
の
滞
在
と
考
え
て
お
く
。

（
日
出
）
詑
（
mm
）
に
よ
る
。

（
招
）
注
（
日
）
一

O
六
頁
、
書
簡
お
（
一
一
一
月
二
十
三
日
）
。
同
九
八
頁
、

書
簡
7

（
一
ニ
月
三
十
一
日
）
。
同
九
七
十
具
、
書
簡
6
（
四
月
五
日
消
印
）
。

向
一

O
凶
頁
、
計
一
間
的
別
（
四
月
十
二
日
消
印
）
。
同
一

O
一
瓦
、
書
簡

臼
（
四
月
二
十
六
日
消
印
）
。
同
一

O
一
ニ
瓦
、
書
簡
口
（
山
刀
）
。

（
必
）
中
村
淳
氏
版
。

（
社
）
『
謙
慎
の
書
』
昭
和
五
十
一
年
ア
メ
ミ
ヤ
官
官
廊
、
七
五
一
民
。

（
必
）
凶
・
山
印
は
注
（
紅
）
に
よ
る
と
こ
の
年
の
作
と
な
る
が
、
原
印
に

は
そ
れ
ぞ
れ
「
戊
寅
夏
至
後
三
日
呉
門
某
石
謝
鋭
刻
」
（
凶
印
）

「
夫
子
大
入
賞
翫
受
業
越
柴
第
説
呈
」
（
削
印
）
と
側
款
が
刻
入
さ
れ

て
い
た
。
だ
が
、
前
述
（
注
ぬ
）
し
た
「
脆
能
軒
所
用
印
知
」
に
添
え

ら
れ
た
三
浦
庇
洋
自
筆
本
「
脱
出
軒
印
阪
考
」
（
昭
和
二
十
六
年
）
に

よ
る
と
、
こ
の
二
郎
に
つ
い
て
は
「
践
血
石
保
銘
」
と
の
補
記
が
あ

る
o

t

広
大
で
の
調
査
の
折
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行

な
わ
な
か
っ
た
の
で
、
今
、
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
材
が
鶏
市
出

村
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
し
て
、
関
ム
口
の
改
刻
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ

る
。
刻
風
の
上
か
ら
は
、
む
し
ろ
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ

で
は
、
や
は
り
『
広
業
印
詰
』
の
記
載
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

（必）

m
l
問
印
は
、
波
法
千
秋
（
一
八
四
一
ニ
〉
｛
一
九
一
一
一
）
の
一
一
一
取
組

印
。
波
遁
千
駄
の
宮
山
川
大
臣
親
任
の
任
期
は
、
明
治
凶
十
三
年
四
月
一

日
J
大
正
三
年
四
月
九
日
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
三
印
の
制
作
が
こ
の

年
を
遡
る
こ
と
は
な
い
。

（
U
）
五
世
中
村
歌
右
衛
門
（
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八
六
五

f
一
九
四

O
）
の
襲
名
は
、
明
治

四
十
四
年
で
あ
る
。

（
必
）
こ
の
印
影
は
、
樋
口
一
例
牛
が
明
治
M
J
M
W
年
に
か
け
て
七
十
二
の
文

お
一
人
に
印
を
刻
さ
せ
て
「
文
単
一
第
十
踏
」
と

φ

泊
し
て
『
朝
日
新
川
巴
に
述

絞
し
た
折
の
も
の
（
「
当
日
』
問
）
。
そ
の
後
、
単
行
本
と
な
っ
た
『
七

十
二
俣
印
存
』
で
は
九
民
に
こ
の
印
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
年
の
作
と
考
え
て
お
く
。

（
川
口
）
注
（
日
）
一

O
六
民
、
山
一
日
間
却
（
二
一
月
十
五
日
消
印
）
。
同
一

O
七

一
氏
、
詩
的
況
（
一
一
一
月
二
十
日
消
印
）
（
こ
の
年
カ
）

0
3簡
却
（
二
一
月
三

十
一
日
消
印
）

（
印
）
「
邸
中
悦
一
造
作
の
神
品
村
危
組
出
松
岡
市
」
（
『
新
潟
新
聞
』
大
一
止

六
年
十
一
月
三
十
一
日
）
。

（
日
）
卒
年
『
由
民
新
聞
』
に
、
「

O
築
刻
の
大
家
中
村
山
州
事J

翁
逝
く

（
中
略
）
十
八
日
午
後
八
時
脳
溢
血
を
以
て
逝
く
平
年
六
十
（
後
略
ご

と
あ
る
。
菩
提
寺
は
現
在
文
京
区
向
ケ
丘
、
泥
氾
山
真
浄
寺
。
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（
付
年
）

本
摘
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
特
に
的
合
研
究
へ
の
そ
も
そ
も
の
手
が
か

り
を
山
出
ご
教
授
出
い
た
凶
則
前
2

先
生
、
ま
た
、
終
始
多
大
な
ご
使
立
を
説
い

た
中
村
作
先
生
を
は
じ
め
、
お
松
川
に
な
っ
た
多
く
の
方
々
に
組
ん
で
感
耐
の

意
を
小
た
し
た
い
。

な
お
、
本
怖
は
未
開
拓
の
山
台
資
料
の
犯
備
を
な
凶
し
た
も
の
だ
け
に
、
現

在
ま
で
に
原
印
の
昨
認
に
汗
っ
て
い
な
い
も
の
を
合
め
、
未
発
掘
の
資
料
が
多

い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
今
後
の
関
台
資
料
の
よ
り
完
全
な
集
成
の
端
緒
と

な
れ
ば
ヰ
い
で
あ
り
、
そ
の
た
め
読
者
諮
問
の
ご
示
教
及
ひ
ご
批
正
を
切
に
願

う
も
の
で
あ
る
。

／ー、、

ま
え

だ

ひ
で
お
）




